
医
療
費
助
成

次
の
表
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
人
で
、
医

療
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
は
、
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

●
助
成
内
容
　
健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
た

医
療
費
の
自
己
負
担
分
相
当
額

※
一
部
本
人
負
担
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
医
療
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
７

児
童
扶
養
手
当

●
対
象
者
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
児
童
（
原
則
と
し
て
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
、

障
が
い
児
は
20
歳
未
満
）
を
監
護
し

て
い
る
母
（
父
）
ま
た
は
養
育
者

◇
父
母
が
婚
姻
を
解
消

◇
父
（
母
）
が
死
亡

◇
父
（
母
）
が
一
定
程
度
の
障
が
い
の

状
態
に
あ
る

◇
父
（
母
）
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ

て
い
る

◇
婚
姻
に
よ
ら
な
い
出
産
　
な
ど

※
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
と
き
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

◇
父
母
ま
た
は
養
育
者
と
児
童
の
住
所

が
国
内
に
な
い

◇
児
童
が
福
祉
施
設
に
入
所

◇
所
得
が
一
定
額
以
上
あ
る
　
な
ど

●
手
当
月
額
（
全
部
支
給
の
場
合
）

４
万
５
５
０
０
円
（
児
童
１
人
）

※
児
童
が
２
人
以
上
の
場
合
は
１
人
当
た

り
１
万
７
５
０
円
加
算
し
ま
す
。

※
手
当
月
額
は
、
所
得
額
に
応
じ
て
減
額

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
支
給
月
　
奇
数
月
（
前
月
ま
で
の
２
カ

月
分
を
支
給
）

日
常
生
活
支
援
事
業

保
育
サ
ー
ビ
ス
や
生
活
援
助
な
ど
が
必

要
な
場
合
に
、
家
庭
生
活
支
援
員
を
派
遣

し
ま
す
。

●
対
象
者
　
市
内
に
居
住
し
、
20
歳
未
満

の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
母
子
家
庭

の
母
、
父
子
家
庭
の
父
、
ま
た
は
扶

養
し
て
い
た
寡
婦
で
、
次
の
事
由
の

い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

①
自
立
促
進
の
た
め
一
時
的
に
支
援
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
技
能
習

得
の
た
め
の
通
学
、就
職
活
動
な
ど
）

②
社
会
通
念
上
、
一
時
的
に
支
援
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
疾
病
・
看

護・事
故・冠
婚
葬
祭・時
間
外
労
働
・

出
張
・
学
校
な
ど
の
公
的
行
事
へ
の

参
加
　
な
ど
）

③
乳
幼
児
ま
た
は
小
学
校
に
就
学
す
る

児
童
を
養
育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家

庭
で
、
時
間
外
労
働
そ
の
他
就
業
上

の
理
由
に
よ
り
、
定
期
的
に
支
援
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

●
支
援
内
容
　
◇
乳
幼
児
の
保
育
◇
食
事

の
世
話
◇
身
の
回
り
の
世
話
◇
生
活

必
需
品
な
ど
の
買
物
　
な
ど

●
派
遣
時
間

①
②
に
当
て
は
ま
る
人
　
１
つ
の
事

由
に
つ
き
年
間
80
時
間
以
内
で
、
全

て
の
事
由
を
通
じ
て
年
間
１
６
０
時

間
以
内

③
に
当
て
は
ま
る
人
　
１
カ
月
あ
た

り
20
時
間
以
内
で
、
年
間
１
２
０
時

間
以
内

●
費
用
　
所
得
に
応
じ
て
異
な
り
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
通
勤
定
期
の
割
引

　
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る

世
帯
の
人
が
、Ｊ
Ｒ
の
列
車
の
通
勤
定
期

を
購
入
す
る
場
合
、
定
期
券
が
３
割
引
に

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
学
割
と
の
併
用
は

で
き
ま
せ
ん
。

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

合
格
支
援
事
業

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
合

格
を
目
指
す
た
め
に
受
講
し
た
講
座
の

費
用
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

●
対
象
者
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受

け
て
い
る
人
で
20
歳
未
満
の
児
童
を

扶
養
し
て
い
る
母
子
（
父
子
）
家
庭

の
親
お
よ
び
児
童

●
対
象
講
座
高
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

の
合
格
を
目
指
す
講
座
（
通
信
講
座

を
含
む
）

●
支
給
額
①
受
講
開
始
時
に
３
割
（
上

限
７
万
５
０
０
０
円
）②
受
講
修
了

時
に
４
割
（
①
と
合
わ
せ
て
上
限
10

万
円
）③
合
格
時
に
２
割
（
①
②
と

合
わ
せ
て
上
限
15
万
円
）

※
①
が
４
０
０
０
円
以
下
の
場
合
は
対
象
外

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　
就
職
に
つ
な
が
る
資
格
を
取
得
す
る
た

め
の
講
座
受
講
料
を
一
部
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者
　
市
内
に
居
住
し
、
20
歳
未
満

の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
母
子
家
庭

の
母
ま
た
は
父
子
家
庭
の
父
で
、
次

の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
る
人

◇
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
て
い
る

◇
過
去
に
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ

と
が
な
い

●
対
象
講
座
　
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ

り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教
育

訓
練
講
座

●
支
給
額
受
講
料
の
６
割
（
一
般
教
育

訓
練
・
特
定
一
般
教
育
訓
練
は
上
限

20
万
円
、
専
門
教
育
訓
練
は
上
限
１

６
０
万
円
）

※
雇
用
保
険
制
度
に
よ
る
一
般
教
育
訓
練

給
付
金
の
受
給
資
格
が
あ
る
場
合
は
、

同
給
付
金
支
給
額
を
差
し
引
い
た
額
を

支
給
し
ま
す
。

※
受
講
料
の
６
割
が
１
万
２
０
０
０
円
以

下
の
場
合
は
対
象
外

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
就
職
に
有
利
な
資
格
を
取
得
す
る
た
め

の
訓
練
促
進
費
を
支
給
し
ま
す
。

●
対
象
者
　
市
内
に
居
住
し
、
20
歳
未
満

の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
母
子
家
庭

の
母
ま
た
は
父
子
家
庭
の
父
で
、
次

の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

◇
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
ま
た
は
同
様

の
所
得
水
準

◇
養
成
機
関
に
お
い
て
１
年
以
上
修
業

し
、
資
格
の
取
得
が
見
込
ま
れ
る

◇
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が
困
難

◇
過
去
に
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ

と
が
な
い

●
対
象
資
格
◇
看
護
師
・
准
看
護
師
◇

保
育
士
◇
介
護
福
祉
士
◇
作
業
療
法

士
◇
理
学
療
法
士
◇
歯
科
衛
生
士
◇

美
容
師
◇
社
会
福
祉
士
◇
製
菓
衛
生

師
◇
調
理
師
　
な
ど

●
支
給
額
（
月
額
）

◇
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
　
10
万
円

（
課
程
修
了
ま
で
の
最
後
の
12
カ
月

は
14
万
円
）

◇
市
町
村
民
税
課
税
世
帯
　
７
万
５
０

０
円
（
課
程
修
了
ま
で
の
最
後
の
12

カ
月
は
11
万
５
０
０
円
）

※
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
扶
養
す

る
子
ど
も
（
20
歳
未
満
）
が
２
人
以
上

の
場
合
は
、
多
子
加
算
が
あ
り
ま
す
。

２
人
目
の
子
ど
も
に
は
月
額
２
万
円
、

３
人
目
以
降
の
子
ど
も
に
は
月
額
１
万

円
を
加
算
し
ま
す
。（
課
程
修
了
ま
で

の
最
後
の
12
カ
月
は
、
子
ど
も
が
５
人

以
上
い
る
場
合
、
５
人
目
以
降
の
子
ど

も
１
人
に
つ
き
月
額
１
万
円
を
加
算
）

●
支
給
期
間
　
修
業
期
間
の
全
期
間
（
上

限
４
年
）

※
修
業
開
始
時
期
に
よ
り
支
給
期
間
が
異

な
り
ま
す
。

母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

策
定
事
業

　
就
職
・
転
職
な
ど

に
関
す
る
悩
み
に
つ

い
て
、
ひ
と
り
親
支

援
相
談
員
が
解
決
方

法
を
ア
ド
バ
イ
ス
し

な
が
ら
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携
し
て
就

職
を
支
援
し
ま
す
。

●
対
象
者
ひ
と
り
親
家
庭
の
人
お
よ
び
、

離
婚
前
か
ら
当
事
家
の
支
援
が
必
要
な
人

●
支
援
内
容
一
人
一
人
の
事
情
を
考
慮

し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
、
最
高

６
カ
月
間
継
続
し
て
支
援
し
ま
す
。

市
役
所
で
面
談
後
、
後
日
、
求
人
情

報
を
持
っ
た
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
就
職

支
援
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
と
面
談
し
ま
す
。

養
育
費
確
保
支
援
事
業

養
育
費
を
確
実
に
受
け
取
る
た
め
の
費
用

を
補
助
し
、ひ
と
り
親
家
庭
を
支
援
し
ま
す
。

公
正
証
書
等
の
作
成
（
１
人
１
回
限
り
）

●
対
象
者
　
本
市
に
居
住
す
る
ひ
と
り
親

で
、
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

◇
令
和
５
年
４
月
１
日
以
降
に
作
成
し

た
公
正
証
書
な
ど
（
公
正
証
書
、
調

停
調
書
、
審
判
書
、
判
決
書
、
和
解

調
書
等
）
を
有
し
て
い
る

◇
公
正
証
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費

を
負
担
し
て
い
る

◇
養
育
費
の
対
象
と
な
る
児
童
（
満
20

歳
未
満
）
を
扶
養
し
て
い
る

◇
他
自
治
体
も
含
め
、
過
去
に
同
様
の

補
助
金
を
交
付
さ
れ
て
い
な
い

●
対
象
経
費
　
◇
公
証
人
手
数
料
令
に
規

定
す
る
公
証
人
手
数
料
◇
収
入
印
紙

代
◇
戸
籍
謄
本
な
ど
の
添
付
資
料
の

取
得
費
用
◇
郵
便
切
手
代

ひ
と
り
親
家
庭
等
の

皆
さ
ん
を
支
援
し
ま
す

ひとり親家庭等の皆さんを支援します

◇母子家庭（母・児童）　
◇父子家庭（父・児童）
◇父母のない児童
※児童…小学校就学後～18歳の年度末
※所得制限あり（児童扶養手当準拠）
※配偶者が障がいにより長期にわたり労働力を
失っている場合も、ひとり親家庭とみなす

対象者（生活保護を受けている人は除く）医療制度

ひとり親
家庭等医療

※ひとり親家庭等医療では、所得が多くて対象外だった人でも、前々
年より前年の所得が少なかった場合や扶養人数が増えた場合は、助
成対象になることがあります。詳しくは問い合わせてください。
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